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矢作川流域図（矢作川の位置）

2国土交通省 中部地方整備局 豊橋河川事務所 提供



●昭和３０年代後半から４０年代にかけて、矢作川流域は自動車産業を始めとし製造業が飛躍的に

発展に伴い、水質が悪化し、公害発生

● 用地造成 （工場・住宅・ゴルフ場など） 土砂流出

● 工場 ・ 住宅など 未処理汚水の垂れ流し

● 鉱物・窯業原料・土石などの採取 土砂・ヘドロ垂れ流し

１．矢水協設立の経緯と現在の活動

ゴルフ場造成による河川汚濁

上村川 平谷村 1971年 安永川 豊田市 1971年

合成洗剤による汚染

大谷川 豊田市 1971年

自動車工場の廃油汚染

航空写真 1976年

矢作川河口

矢作川水域の下流域で被害が発生

● 三河湾沿岸漁業 ノリ アサリ など

● 内水面漁業 アユ など

● 農業 稲作 など

● 県・市町村 上水道

アサリの大量へい死 矢作川河口のヘドロ堆積調査

西尾市 1974年矢作古川河口 西尾市 1974年

（１）経済成長と水質汚濁
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公害闘争は、個々の被害者が陳情・抗議したのでは効果が上がらない

→明治用水土地改良区が中心となり、１９６９年に矢作川の水を利用する農業６団体・漁業７団体・６
市町の１９団体が矢作川沿岸水質保全対策協議会（矢水協）を結成（現在３５団体）

汚濁源を突き止めるための昼夜のパトロール

汚染源を発見すると工場に乗り込み改善を訴える

河川・海域の水質調査

●結成当初の活動

（２）矢水協発足

繊維工場排水の汚濁調査

岡崎市 1974年 豊田市 1974年

自動車工場排水の汚濁調査

「矢作川方式」

「流域はひとつ運命共同体」という合言葉

地域相互の対話や理解という持続可能な活動や水管理

矢作川流域が一体となり、清流を守る強い意識

上・下流、企業・農漁業者という対立構造 ● １９７６年に愛知県知事と当協議会で矢作川流域の

乱開発防止のための「紳士協定」を締結

協議対象（文書協議）

開発面積 ３，０００㎡以上

工場・共同住宅などの日排水量 ２０㎥以上

河川及び沿岸海域の水質汚濁に影響のあるもの
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矢作川沿岸水質保全対策協議会 事業計画

１ 調査・監視事業
● 河川・湖沼並びに海域の水質調査パトロール
● 工場排水並びに土地開発行為等の調査パトロール

２ 促進事業
● 工場排水・浄化槽排水等の放流水浄化を事業関係者に要請
● 土地開発行為・建物建設等に伴う汚水流出防止を事業関係者に要請
● 廃棄物処理施設の適正処理及び管理を事業関係者に要請
● 畜産業に伴う糞尿の適正処理及び管理を事業関係者に要請
● 水質汚濁防止法・森林法・砂防法・廃棄物処理法等の違反者取り締まりを関係機関に要請
● 流域下水道並びに農業集落排水事業等の生活排水対策促進を関係機関に要請
● 海域・湖沼・ダム湖の水質の保全及び管理促進を関係機関に要請
● 三河湾を「豊かな海」とするための有効な施策（水産資源の持続的な利用の確保等）の推進を関係機関に要請

３ 啓発事業
● 流域児童の環境教育の支援
● 河川・湖沼並びに海域の美化運動の支援
● 事業関係者等の水質保全意識高揚のための研修会実施

（３）現在の活動

陸域から海域への有機物・無機物を削減する要請・啓発活動
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矢作川

油ケ淵

T-N（全窒素）

海域（ C O D ）

T-P（全りん）

河 川 （ B O D ） ・ 湖 沼 （ C O D ）

（１）２０２３年度 環境基準達成状況

公共用水域及び地下水の
水質調査結果（愛知県）

三河湾(イ)
Ⅳ

三河湾(ハ)
Ⅱ

三河湾(ロ)
Ⅲ

三河湾(イ)
Ⅳ

三河湾(ハ)
Ⅱ

衣浦港
C

衣浦湾南部
C

衣浦湾
A

三河湾(ロ)
Ⅲ

２．矢作川水域の水質改善状況について
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（２）環境基準点

イ . 湖 沼

生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目）は、多岐多様な利水目的などを勘案して、河川や湖沼、海域等
個々の水域ごとに水域類型の基準値を指定

ア . 河川

0

5

10

15

20

1
9
7
3

1
9
7
6

1
9
7
9

1
9
8
2

1
9
8
5

1
9
8
8

1
9
9
1

1
9
9
4

1
9
9
7

2
0
0
0

2
0
0
3

2
0
0
6

2
0
0
9

2
0
1
2

2
0
1
5

2
0
1
8

2
0
2
1

油ケ淵の環境基準達成状況

COD75%水質値 COD年間平均値

環境基準類型B型

ウ . 海 域

公共用水域及び地下水の
水質調査結果（愛知県）

油ケ淵のCODの推移
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（３）環境基準達成率の推移

●河川（BOD）は矢作川水域では環境基準を達成
●海域（COD）については環境基準未達成があり、経年変化もない
●海域全窒素・全りんについてはほぼ達成
●天然湖沼油ケ淵は環境基準未達成（5.0mg/lに対して7.0mg/l）

矢水協の取組み
工場・共同住宅等の開発事業者に要請（陸域からの汚濁防止）
●生活系排水は流域下水道・公共下水道・農村集落排水へ
速やかに接続するように要請

●生活系排水で下水道区域外については上乗せ基準を設け、
高度処理型浄化槽の設置を要請（BOD,COD,SS 10ｍｇ/ｌ）

●産業系排水については水質汚濁防止法に上乗せ基準を設け、
基準値内で排水するように水処理施設を協議、要請

● １９８０年作成

矢作川水域水質汚濁防止指導基準表
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３．農業排水による有機物の流出への抑制対策

代かき作業の『濁り水』

水の中に生息する生物に害を与える可能性

『濁り水』が流されると、川や湖、海が富栄養化

『濁り水』の中に、窒素・りん等の肥料成分や耕作土が含有

代かき作業によって、『濁り水』が発生

浅水で代かきを実施

止水板を利用

肥料や農薬が流出抑制のため、経費節減

川や湖、海の水環境改善

● 現 在

● 対 策

矢水協の取組みとして愛知県、農協等農業関係者に毎年要請

矢水協から各機関への要請

● 効果

要請を受けて農協が広報に掲載

2025年「ACT 1月号」
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４．水産資源の持続的な利用の確保

二枚貝を始めとする水産生物が
海域の有機物（窒素・りん）を吸収

陸域からの有機・無機性の汚濁が
河川等を通じて海域に放流

漁業者が水産生物を漁獲・出荷

海域で吸収された窒素・りんを
陸域で消費

ア．有機・無機物質（窒素・りん）のサイクル

（２）干潟の有用性・必要性

アサリの漁獲量の推移（１）水産資源（アサリ）の減少

・アサリは愛知県は全国の50％を超える漁獲高
・2013年の約16,000トンから2017年の約1,600トンと1/10に減少

減少の要因

干潟・浅場の消失、・栄養塩類の不足、
苦潮（青潮）発生、高水温、貧酸素水塊、 食害（魚類・鳥類等）、
寄生虫（カイヤドリウミグモ）、波浪等
複合的な要因

浅場の海面を覆うアオサ（硫化水素の発生源） 西尾市
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ウ．食害（魚類・鳥類）、寄生虫

イ．干潟の再生
・三河湾は経済成長で干潟が埋め立てられ工場用地化
・年間を通して赤潮が発生
・魚介類を大量に死滅させ、沿岸漁業にも甚大な被害

・干潟保全と干潟再生の促進
・赤潮の発生防止する水質改善

干潮時に穴が確認される干潟

・クロダイ、アカエイ等による食害が発生
・カモ類等の鳥類による食害が発生
・2017年にカイヤドリウミグモを西三河地区（愛知県水産試験場）で確認
・2013年にアサリ漁獲量は減少に転じているので、カイヤドリウミグモは
副次的な要因

砂紋のある干潟 アサリの中にいたカイヤドリウミグモ
（旧吉田漁業協同組合）

愛知県干潟整備事業

出典：水産業の動き（愛知県）

11



（３）水産資源の確保

・総量削減により栄養塩類（窒素・りん）が減少
・現在、愛知県は9月から3月まで流域下水道の
 矢作川浄化センター及び豊川浄化センターで
窒素20ｍｇ/ｌ・りん2ｍｇ/ｌを上限値として社会
実験を実施

・矢水協が事業計画でも掲げている
 『三河湾を「豊かな海」とする』に合致
・浄化センターからの栄養塩類（窒素・りん）
 増加放流によりアサリの餌となるプランクトンが
 増加

・アサリの漁獲量が回復傾向
（2017年 1,600ｔ→2022年 3,001ｔ）

3,001t

21.9億円

出典：2024年 水産業の動き（愛知県） 12



５．総量削減に対するまとめ

１．環境省、地方自治体、研究機関への要望
１）持続的な水産資源の確保をするため、漁獲量減少のメカニズムを解明

 ２）水質保全と栄養塩類（窒素・りん）の適切なバランスを究明

３）栄養塩類は公的な流域下水道や公共下水道の排出水から増加放流し、私企業の
特定施設からの排出水については現在の水質を維持

 ２．矢水協の継続実施
１）矢作川水域に放流する企業に対して、独自に設定した規制値を遵守するように
協議要請

２）農業者に汚濁物質を流出させないように要請

13


	スライド 0: 矢作川水域における総量削減の取組みについて
	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6: ２．矢作川水域の水質改善状況について
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13

